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明
治
初
期
の

　
　
　
　
　
土
地
問
題

　

○
淀
橋
浄
水
場
の
建
設
地

　

前
回
、
前
々
回
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
明
治
二
十

三
年
（
一
八
九
〇
）、
淀
橋
浄
水
場
の
建
設
が
決
定

し
た
。
三
十
四
万
㎡
の
広
さ
を
も
つ
そ
の
敷
地
は
、

「
一
望
千
里
茫
々
た
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
茶
畑

だ
け
の
広
漠
た
る
土
地
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

○
新
し
い
東
京
の
町
の
実
態

　

政
権
が
徳
川
幕
府
か
ら
明
治
政
府
に
移
り
、
江
戸

か
ら
東
京
へ
と
名
を
変
え
た
町
で
は
、
諸
大
名
が
東

京
府
内
の
藩
邸
を
引
き
払
い
国
元
へ
帰
り
、
ま
た
多

く
の
旗
本
も
も
と
の
自
分
の
知
行
地
へ
帰
り
、
江
戸

時
代
末
期
に
は
町
の
人
口
の
半
分
と
ま
で
い
わ
れ
た

武
士
が
帰
郷
し
て
い
っ
た
。
最
盛
期
に
は
百
十
～
百

三
十
万
人
と
い
わ
れ
た
江
戸
の
町
は
、明
治
二
年（
一

八
六
九
）
に
は
五
十
数
万
人
に
ま
で
減
少
し
た
と
い

う
。

　

こ
う
し
て
閑
散
と
し
た
武
家
屋
敷
や
跡
地
に
対
し
、

明
治
新
政
府
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
七
月
、

上
地
命
令
を
出
し
、
土
地
の
接
収
を
命
じ
た
。
そ
の

対
象
は
下
級
武
士
が
住
ん
で
い
た
組
屋
敷
に
ま
で
及

ん
だ
が
、
そ
の
建
物
や
土
地
は
第
一
に
は
軍
用
地
や

官
庁
舎
な
ど
の
公
共
施
設
、
政
府
高
官
の
邸
宅
と
し

て
利
用
さ
れ
た
。

　

○
「
桑
茶
政
策
」

　

そ
の
一
方
で
、
明
治
二
年
に
掲
げ
ら
れ
た
政
策
が

「
桑
茶
政
策
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
荒
廃
し
た
跡
地

を
耕
作
し
、
桑
園
や
茶
園
と
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

こ
の
桑
茶
政
策
は
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
い
え

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
当
時
の
記
録
の
分
析
に

よ
る
と
、
東
京
で
武
家
地
か
ら
耕
作
地
に
変
わ
っ
た

土
地
の
全
体
の
約
四
割
が
新
宿
地
域
に
集
中
し
て
い

た
と
い
う
。
江
戸
時
代
末
期
の
地
図
を
み
る
と
、
常

円
寺
と
青
梅
街
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
の
地
域
に
は

武
家
の
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で
い
る
こ
と
が
み
え
、
ま

た
明
治
初
期
の
記
録
で
は
、
こ
の
地
域
が
桑
茶
の
園

に
な
る
土
地
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
淀
橋
浄
水
場
の

建
設
地
と
し
て
用
意
さ
れ
た
土
地
は
こ
の
よ
う
な
武

家
地
か
ら
桑
や
茶
の
耕
作
地
へ
と
変
遷
を
経
て
き
た

土
地
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

○
「
上
地
官
林
委
託
願
」

　

淀
橋
浄
水
場
の
建
設
が
決
定
し
、
茶
畑
の
中
で
建

設
の
た
め
の
測
量
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
四
月
、
常
円
寺
か
ら

東
京
府
に
宛
て
て
願
状
が
提
出
さ
れ
た
。「
上
地
官

林
委
託
願
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
文
書
は
、
か
つ
て
常

円
寺
の
本
山
で
あ
っ
た
平
賀
本
土
寺
（
千
葉
県
松
戸

市
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
末
寺
諸
種
届
書
綴
』
と

い
う
書
類
群
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
資
料
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
日
蓮
仏
教
研
究
所
主
任
の
都
守
基
一

先
生
が
、「
学
室
だ
よ
り
―
『
福
聚
山
史
』
余
話
―

秋
山
日
解
上
人
の
こ
と
」（『
日
蓮
仏
教
研
究
』
五
号

　

平
成
二
十
五
年
三
月
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
願
状
は
常
円
寺
の
三
十
一
世
斉
藤
日
意
上
人
の

代
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

紙
幅
の
関
係
上
、
内
容
は
次
回
に
触
れ
る
こ
と
と

し
た
い
が
、
表
題
に
「
上
地
」
と
み
え
る
。
明
治
四

年
（
一
八
七
三
）
一
月
、
明
治
政
府
は
「
上
地
」
を

武
家
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
寺
社
に
も
命
じ
た
。

江
戸
時
代
、
寺
社
は
幕
府
か
ら
朱
印
地
、
黒
印
地
と

よ
ば
れ
る
寄
進
地
や
、
ま
た
、
除

地
と
よ
ば
れ
る
土
地
を
保
有
し
、

そ
れ
ら
の
土
地
の
課
税
を
免
除

さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治

政
府
の
政
権
下
で
は
、
こ
の
明
治

四
年
の
上
地
に
よ
っ
て
境
内
地

の
領
有
は
保
障
さ
れ
た
が
、
そ
れ

以
外
の
土
地
が
上
地
の
対
象
と

な
り
、
公
（
官
）
の
土
地
と
し
て

接
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

寺
社
に
は
上
地
の
代
替
と
し

て
官
給
米
を
支
給
さ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
形
に
変
わ
り
、
一
定

の
収
入
は
保
障
さ
れ
て
は
い
た

が
、
寺
社
に
と
っ
て
は
大
き
な
打

撃
と
な
り
、
そ
の
後
さ
ら
に
対
象

外
と
し
て
い
た
境
内
地
も
、
宅
地

や
山
林
、
私
墾
地
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
明
治
八
年

（
一
八
七
七
）
六
月
、「
境
内
地
」

を
「
祭
典
法
用
」（
原
文
マ
マ
）
に
必
要
な
場
所
の

み
と
限
定
し
て
、
そ
れ
を
「
新
境
内
」
と
定
め
、
そ

れ
以
外
の
他
の
土
地
を
全
て
上
地
の
対
象
と
し
た
。

　

一
般
に
こ
の
上
地
は
「
引ひ
つ
さ裂
き
上
知
（
地
）」
と

い
う
そ
う
で
あ
る
が
、
寺
社
を
困
窮
へ
と
さ
ら
に
追

い
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
ど
こ
ま
で
を

境
内
地
と
す
る
か
は
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、

な
か
に
は
本
堂
や
庫
裡
の
雨
垂
れ
か
ら
雨
の
し
ず
く

が
落
ち
る
範
囲
を
境
内
地
と
す
る
、
と
い
う
厳
し
い

地
域
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
寺
社
を
め
ぐ
る
情
勢
の
中
、
常
円
寺
の

斉
藤
住
職
に
よ
っ
て
こ
の
願
状
は
提
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）
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明治 24 年４月「上地官林委託願」。書状本文の後に、斉藤日意住職、常円寺総代、
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